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第１　はじめに
　近年、切り餅事件（知財高判平成23年９月７日・
平成23年（ネ）第10002号）、ノンアルコールビール
事件（東京地裁平成27年10月29日・平成27年（ワ）
第1025号）など、食品に関する発明に対する特許（以
下「食品特許」）を扱った訴訟が世間の耳目を集め
ており、食品特許への関心が高まっている。一方で、
食品特許は、人が摂取する食品という技術分野の性

質上、味覚試験など人の感覚に依拠した官能試験
（アンケート）をもって実施例が構成されることが多
く、サポート要件などの記載要件が問題となりやす
い。特に、最近、知財高判平成29年６月８日・平成
28年（行ケ）第10147号［トマト含有飲料］が、実施
例に記載された官能試験の不備について詳細に指摘
した点が注目を集めた。
　そこで、本稿は、食品特許のうち、官能試験から
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なる実施例を記載したものに対してサポート要件の
充足が争われた最近の事例をとりあげ、官能試験か
らなる実施例に対する裁判所の判断の傾向につき検
討することを目的とするものである。
　特許法36条６項１号は、特許を受けようとする発
明が発明の詳細な説明に記載したものであることを
求める条項であり、特許が満たすべき記載要件の一
つとしていわゆるサポート要件を規定している。
　サポート要件の判断規範としては、偏光フィルム
事件（知財高判平成17年11月11日・平成17年（行ケ）
10042号）が提示した次の規範が実務上定着している
ものと考えられる。
　「特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要
件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発
明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲
に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載され
た発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が
当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のも
のであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも
当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題
を解決できると認識できる範囲のものであるか否か
を検討して判断すべきものであ（る）。」
　上記規範からすると、サポート要件を満たすには、
明細書の発明の詳細な説明の記載が、特許請求の範
囲に記載された発明が課題を解決できると当業者が
認識できるように記載されていることが重要となる。
発明が課題を解決できるためには、その発明が特有
の作用効果を発揮することが前提となるが、食品に
関する発明など、化学・バイオ分野に属する発明に
おいては、一般的に発明の構成からその発明の作用
効果を予測できないことから、発明を利用した製品
等を実際に製造し、あるいは、発明にかかる方法を
使用し、特許請求の範囲に記載された発明の作用効
果が奏されることを確認した実施例の記載が、サ
ポート要件充足の判断において重視される。
　そして、食品特許は、例えば血圧降下作用など、
何らかの数値の測定により検出可能な作用効果であ
れば格別、そうではなく、味覚の改善など人の五感
に訴える性質を作用効果として謳っている場合には、
その作用効果の確認手段として官能試験が採用され
ることになる。官能試験からなる実施例は、食品特
許に限らず、化粧品、嗜好品、或いはタイヤなどの

種々の技術分野に属する特許においてもみられるが、
特に食品特許において官能試験が重要であることか
ら、本稿では、近時（2016年12月から2018年６月ま
での間）に出された判決のうち、官能試験をもって
実施例とする食品特許のサポート要件が争われた事
例を紹介することとする。

第２　知財高判平成28年12月６日・平成27
年（行ケ）第10150号［炭酸飲料］

１　事案の概要

本件は、特許第4324761号に対する特許無効審
判の不成立審決の取消訴訟である。原告が主張し
た取消事由は、進歩性欠如、サポート要件、実施
可能要件及び明確性要件に関する判断の誤りと多
岐にわたるが、本稿の目的に鑑みてサポート要件
についてのみ触れることとする。

２　特許請求の範囲の記載

無効審判において訂正請求がなされており、訂
正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項１は、
以下のとおりである。以下、訂正後の請求項１記
載の発明を「本件発明」という。

　「【請求項１】
　下記の処方を有することを特徴とする炭酸飲料：

⑴　果物又は野菜の搾汁を10〜80重量％の割合で
含む、

⑵　炭酸ガスを２ガスボリュームより多く含む、
⑶　可溶性固形分含量が屈折糖度計示度で４〜８

度である、
⑷　全甘味量が砂糖甘味換算で８〜14重量％であ

る
⑸　スクラロースを含む高甘味度甘味料を含む
⑹　スクラロースを含む高甘味度甘味料によって

付与される甘味の全量が、全甘味量100重量％
あたり、砂糖甘味換算で25重量％以上を占める、

⑺　全ての高甘味度甘味料によって付与される甘
味の全量100重量％のうち、スクラロースによっ
て付与される甘味量が、砂糖甘味換算量で50重
量％以上である。」

３　本件発明の解決すべき課題

本件発明の解決すべき課題について、裁判所は、


